
平成��年�月��日
平成22年 (2010年) 度飲料用アルミ缶リサイクル率

(再生利用率)について

アルミ缶リサイクル協会

平成��年度における飲料用アルミ缶リサイクル率の調査結果を次の通り報告致します｡
１.調査方法

(1) アルミ缶再生利用重量

○ 当協会からアルミ缶再生利用業者 (再生地金メーカー等)���事業所に､ 平成��年度 (平成��
年�月�日～平成��年�月��日)の再生地金や脱酸剤へのアルミ缶スクラップ(輸入品を除く) 利
用量に関する調査票を送付し､���事業所からの回答を得て､再生利用重量を集計しました｡

○ 上記各事業所から得た回答から､ スチール缶､ 水分､ 塗料等の異物を除いた正味アルミ缶重量

の割合 (組成率) は､ �����％でした｡
(2) アルミ缶消費重量

○ アルミ缶が販売されてから再生利用されるまでおよそ�ヶ月かかるとみて､ 平成��年�月�日
～��月��日の国産缶出荷缶数､ 輸入缶数および輸出缶数を､ 経済産業省並びに他機関の調査報
告及び統計資料から把握しました｡

○ 上記で得られた缶数に､ 当協会が行なった調査及び統計資料から得られた�缶当りの重量を掛
けて算出しました｡

２. 調査結果

(1) アルミ缶再生利用重量： 274,242 トン (171億 3 千万缶)

(2) アルミ缶消費重量(①＋②－③)： 296,058 トン (185億 6 千万缶)

①国産アルミ缶出荷重量 �������トン (���億�千万缶)
(注) 経済産業省及び調査機関調べ｡ 国産アルミ缶平均重量 �����／缶

②輸入アルミ缶重量 �����トン (�億�千万缶)
(注) 各統計資料により推定算出｡ 輸入缶平均重量 �����／缶

③輸出アルミ缶重量 �����トン (�千万缶)
(注) 各統計資料により推定算出｡ 輸出缶平均重量 �����／缶���



３. アルミ缶リサイクル率

再生利用重量 (�������トン)
消費重量 (�������トン) ＝ 92.6％ (平成��年度 ����％)

(注) アルミ缶リサイクル率は消費されたアルミ缶の内､ アルミ缶材や自動車部品､ 製鋼用脱酸

剤等に再生利用されたアルミ缶スクラップの割合です｡

(参考) 平成��年度は､ 韓国向けに���トンの使用済みアルミ缶が輸出されたと推定しました｡
組成率を掛けると､ ���トンとなり､ 輸出品がすべて再利用された場合のリサイクル率は
下記となります｡

平成��年の韓国現地調査及び業界関係者の情報をもとに韓国への���輸出量を算定いた
しました｡

再生利用重量 (�������トン＋���トン＝�������トン)
＝ 92.9％

消 費 重 量 (�������トン)
４. CAN TO CAN率

缶材向け重量 (�������トン)
再生利用重量 (�������トン) ＝ 68.3％ (平成��年度 ����％)

(注) １. ��� �� ���率は回収されたアルミ缶スクラップの内､ アルミ缶材に再利用された
割合です｡

２. 缶材向け重量は､ �日本アルミニウム協会の調査を使用しました｡
(参考) 消費されたアルミ缶がアルミ缶材に利用された割合は下記のとおりです｡

缶材向け重量 (�������トン)
消 費 重 量 (�������トン) ＝ 63.3％ (平成��年度 ����％)

５. 最近のアルミ缶リサイクルの推移 (最近10年間)

���
年 度

消費量 (暦年) 再生利用量 リサイクル率

％

CAN TO CAN 率

％
缶 数
百万缶

重 量
トン

缶 数
百万缶

重 量
トン

2 0 0 1 (平成 13)
2 0 0 2 (平成 14)
2 0 0 3 (平成 15)
2 0 0 4 (平成 16)
2 0 0 5 (平成 17)
2 0 0 6 (平成 18)
2 0 0 7 (平成 19)
2 0 0 8 (平成 20)
2 0 0 9 (平成 21)
2 0 1 0 (平成 22)

17,440
17,780
17,740
18,520
18,430
18,360
18,520
18,434
18,244
18,562

283,402
292,392
297,047
303,169
301,558
298,641
301,451
299,319
292,897
296,058

14,430
14,720
14,560
15,913
16,855
16,650
17,140
16,033
16,999
17,130

234,522
242,908
243,071
260,965
276,427
271,387
279,406
261,338
273,691
274,242

82.8
83.1
81.8
86.1
91.7
90.9
92.7
87.3
93.4
92.6

67.8
70.3
63.7
61.7
57.3
62.1
62.7
66.8
62.5
68.3



６. 省エネルギー効果
平成��年度に再生地金とされたアルミ缶�������トンは､ ボーキサイトから新たに地金を造る場合に

比べて､ �����億��のエネルギーの節約になります｡
これは電力量に換算しますと����億���になり､ 全国世帯数 (�����万世帯) の概ね��日分の使用電

力量に相当し､ 国内家庭電力料金では�����億円分になります｡
・計算根拠は以下の通りです｡
① アルミ新地金�トンの生産に必要なエネルギー： �����千��
② アルミ再生地金�トンの生産に必要なエネルギー： ����千��
③ �トン当りのエネルギー節約量 (①－②)： ������千��
④ 本年度のエネルギー節約量 (③×�������トン)： �����億��
⑤ 電力量換算エネルギー節約量 (④÷������／���)： ����億���
⑥ 一般世帯の�ヶ月当りの使用電力： ������
⑦ 全国世帯数： �����万世帯
(注) １. ��：国際度量衡会議の決定に基づき�(ジュール)を使用しています｡ ��は百万ジュール｡

従来の����(カロリー)は������(ジュール)です｡
２. 地金精錬における電力量換算値を����＝������として当協会が試算しました｡
３. 一般世帯の使用電力は､ 東京電力㈱殿の情報に基づき､ 当協会が推定しました｡
４. 全国世帯数は､ ｢平成��年国勢調査｣ 平成��年�月��日公表を参照しました｡

７. 平成22年度飲料用アルミ缶リサイクル率調査結果について
本調査結果を報告するに当たっては､ 株式会社あらたサステナビリティの助言を受けております｡

なお､ 本調査結果に関する責任はすべて当協会にあります｡

アルミ缶リサイクル率の推移 (最近10年間)

���



���

会 員 業種別に��音順､ 株式会社を省略
アルミ缶製造 (７社)
昭 和 ア ル ミ ニ ウ ム 缶
大 和 製 罐
武 内 プ レ ス 工 業
東 洋 製 罐
日 本 ナ シ ョ ナ ル 製 罐
北 海 製 罐
ユ ニ バ ー サ ル 製 缶

アルミ圧延 (６社)
神 戸 製 鋼 所
昭 和 電 工
住 友 軽 金 属 工 業
日 本 軽 金 属
古 河 ス カ イ
三 菱 ア ル ミ ニ ウ ム

商 社 (８社)
岡 谷 鋼 機
昭 光 通 商
神 鋼 商 事
住 軽 商 事
住 友 商 事
丸 紅 メ タ ル
三 井 物 産
三 菱 商 事

ビール・飲料製造 (７社)
ア サ ヒ 飲 料
ア サ ヒ ビ ー ル
キ リ ン ビ ー ル
キ リ ン ビ バ レ ッ ジ
サ ッ ポ ロ ビ ー ル
サ ン ト リ ー
宝 酒 造

アルミ再生地金製造 (５社)
ア サ ヒ セ イ レ ン
サ ミ ッ ト 昭 和 ア ル ミ
正 起 金 属 加 工
大紀アルミニウム工業所
山 一 金 属

会員会社総計 33 社
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